
沖 縄 県 漁 港 漁 場 関 係 事 業 補 助 金 交 付 要 綱 新 旧 対 照 表

改 正 案 現 行

（趣旨） （趣旨）
第１条 （略） 第１条 （略）

（定義） （定義）
第２条 この要綱において漁港漁場関係事業とは、次に掲 第２条 この要綱において漁港漁場関係事業とは、次に掲
げるものをいう。なお、漁港漁場関係事業のうち重要な げるものをいう。
ものとして漁港漁場整備法施行規則（昭和26年7月17日
付け農林省令第47号）第１条の２で定める要件に該当す
るものを特定漁港漁場整備事業という。

(１) 水産生産基盤整備事業 (１) 水産生産基盤整備事業
水産資源の増大及び水産物の生産強化を図るため、 水産資源の増大及び水産物の生産強化を図るため、
浅海域における漁場、藻場・干潟、養殖場と密接に 浅海域における漁場、藻場・干潟、養殖場と密接に
関連する漁港の一体的な整備と、水域の環境保全対 関連する漁港の一体的な整備と、水域の環境保全対
策を総合的に実施する事業をいう。 策を総合的に実施する事業をいう。

(２) 水産物供給基盤機能保全事業 (２) 水産物供給基盤機能保全事業
効率的で効果的な漁港施設の更新を図るため、漁港 効率的で効果的な漁港施設の更新を図るため、漁港
施設の老朽化状況を調べる機能診断の実施及び機能 施設の老朽化状況を調べる機能診断の実施及び機能
診断結果に基づく機能保全計画の策定、並びに計画 診断結果に基づく機能保全計画の策定、並びに計画
に基づく保全工事を行う事業をいう。 に基づく保全工事を行う事業をいう。

(３) 水産環境整備事業 (３) 水産環境整備事業
水産資源の生産力の向上とともに豊かな生態系の維 水産資源の生産力の向上とともに豊かな生態系の維
持・回復を図るための漁場施設の整備及び水域の環 持・回復を図るための漁場施設の整備及び水域の環
境保全対策として水産資源の生息場の環境改善を行 境保全対策として水産資源の生息場の環境改善を行
う事業をいう。 う事業をいう。



(４) 水産流通基盤整備事業 （新設）
水産物の流通拠点として重要な役割を果たす漁港に
おいて、水産物の品質・衛生管理の向上、陸揚・集
出荷機能の強化等に資する高度衛生管理型荷捌所や
岸壁等の整備､あるいは施設規模の適正化を図るた
めの除却等を行う事業をいう。

(５) 地域水産物供給基盤整備事業 (４) 地域水産物供給基盤整備事業
地域の特性を活かしつつ、漁港及び漁場等の整備、 地域の特性を活かしつつ、漁港及び漁場等の整備、
地域における水産資源の維持増大並びに生産流通機 地域における水産資源の維持増大並びに生産流通機
能の強化を図り、もって地域の水産業の健全な発展 能の強化を図り、もって地域の水産業の健全な発展
を図る事業をいう。 を図る事業をいう。

(６) 漁港漁村環境整備事業 （５）、（６）、（８）の再編

ア 漁港環境整備事業
漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号）第６条の
規定に基づき指定された漁港区域内の漁港施設用
地等において行う植栽、休憩所、運動施設、親水
施設、安全情報伝達施設等漁港の環境向上に必要
な施設の整備等の事業をいう。

(５) 漁港環境整備事業
イ 漁業集落環境整備事業 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号）第６条の規
漁業及び漁村の健全な発展に資する目的で行う漁 定に基づき指定された漁港区域内の漁港施設用地等
業集落道整備、水産飲雑用水施設整備、漁業集落 において行う植栽、休憩所、運動施設、親水施設、
排水施設整備及び用地整備等の事業をいう。 安全情報伝達施設等漁港の環境向上に必要な施設の

整備等の事業をいう。
ウ 漁村再生交付金事業
地域の創造力を活かせるように、地域の既存スト (６) 漁業集落環境整備事業
ックの有効活用等を通じた生産基盤と生活環境施 漁業及び漁村の健全な発展に資する目的で行う漁業
設の効率的整備を推進し、個性的で豊かな漁村の 集落道整備、水産飲雑用水施設整備、漁業集落排水
再生を支援する事業をいう。 施設整備及び用地整備等の事業をいう。



(７) 海岸環境整備事業 (７) 海岸環境整備事業
海岸法（昭和31年法律第101号）第40条第１項第２ 海岸法（昭和31年法律第101号）第40条第１項第２
号及び第２項に規定する区域に係る海岸保全区域内 号及び第２項に規定する区域に係る海岸保全区域内
において実施する離岸堤、突堤、護岸、遊歩道、養 において実施する離岸堤、突堤、護岸、遊歩道、養
浜、植栽及びその他附帯施設等の新設又は改良の事 浜、植栽及びその他附帯施設等の新設又は改良の事
業をいう。 業をいう。

(８) 漁村地域整備交付金
地域の創造力を活かせるように、地域の既存ストッ
クの有効活用等を通じた生産基盤と生活環境施設の
効率的整備を推進し、個性的で豊かな漁村の再生を
支援する事業をいう。

(８) 海岸保全施設整備事業 (９) 漁港海岸事業
高潮、津波、波浪、海岸浸食等による被害から海岸 高潮、津波、波浪、海岸浸食等による被害から海岸
を防護し、もって国土の保全を図り、併せて国民の を防護し、もって国土の保全を図り、併せて国民の
保護の場としてその利用に供するため、潤いのある 保護の場としてその利用に供するため、潤いのある
海岸整備を行うための事業をいう。 海岸整備を行うための事業をいう。

(９) 漁港機能増進事業 (10) 漁港機能増進事業
漁港ストック効果の最大化を図りつつ、漁村の活力 漁港ストック効果の最大化を図りつつ、漁村の活力
を取り戻すため、就労環境の改善や施設の有効活用 を取り戻すため、就労環境の改善や施設の有効活用
など、漁港機能を増進する取組を推進する事業をい など、漁港機能を増進する取組を推進する事業をい
う。 う。

（補助の対象及び補助率） （補助の対象及び補助率）
第３条 補助の対象となる経費及び補助率は別表１のとお 第３条 補助の対象となる経費及び補助率は別表１のとお
りとする りとする

（補助金等の交付申請） （補助金等の交付申請）
第４条 規則第３条の規定に基づき、補助金の交付を申請 第４条 規則第３条の規定に基づき、補助金の交付を申請
しようとする者は、補助金等交付申請書（第１号様式。 しようとする者は、補助金等交付申請書（第１号様式。
但し、投資交付金交付要綱に係る事業の場合は第１－２ 但し、投資交付金交付要綱に係る事業の場合は第１－２
号様式）を知事に提出しなければならない。 号様式）を知事に提出しなければならない。



２ 第１項の規定による申請書を提出するに当たっては、 ２ １の規定による申請書を提出するに当たっては、当該
当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対 補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補助対象経
象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額の 費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のう
うち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕 ち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定する仕入
入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該 れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金
金額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地 額に地方税法（昭和25年法律第226号）に規定する地方
方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じ 消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて
て得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金 得た金額をいう。以下同じ。）があり、かつ、その金額
額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければ が明らかな場合には、これを減額して申請しなければな
ならない。 らない。
ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係 ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係

る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部 る消費税等相当額が明らかでない事業実施主体に係る部
分については、この限りではない。 分については、この限りではない。

第５条～第６条 〔略〕 第５条～第６条 〔略〕

（補助事業の予定期間延長承認申請書） （補助事業の予定期間延長承認申請書）
第７条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了し 第７条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了し
ない場合は、事前に予定期間延長承認申請書（第４号様 ない場合は、事前に予定期間延長承認申請書（第４号様
式。但し、補助事業の年度を繰り越す場合は第４－２号 式）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。
様式）を知事に提出し、その承認を受けなければならな
い。

２ 前項の規定において、補助事業の年度を繰り越す場合 （新設）
の承認は、県議会の議決後とする。

３ 補助事業者は、第１項に基づく予定期間延長申請書を （新設）
取り下げる場合は、すみやかに予定期間延長申請書取下
届を知事に提出しなければならない。

４ 補助事業社は、補助事業の遂行が困難となった場合は、 ２ 補助事業社は、補助事業の遂行が困難となった場合は、
すみやかに知事に提出しなければならない。 すみやかに知事に提出しなければならない。

第８条 〔略〕 第８条 〔略〕

（概算払請求） （新設）
第９条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとする



場合には、概算払請求書（第6号様式）を知事に提出し
なければならない。

（事業遂行状況報告） （事業遂行状況報告）
第10条 補助事業者は、各四半期（第４・四半期は除く。） 第9条 補助事業者は、各四半期（第４・四半期は除く。）
の末日現在において事業遂行状況報告書（第7号様式。 の末日現在において事業遂行状況報告書（第6号様式。
但し、投資交付金交付要綱に係る事業の場合は第7-2号 但し、投資交付金交付要綱に係る事業の場合は第6-2号
様式）を作成し、当該四半期の最終月の翌月の10日まで 様式）を作成し、当該四半期の最終月の翌月の10日まで
にこれを知事に提出しなければならない。 にこれを知事に提出しなければならない。

（実績報告） （実績報告）
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事 第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき（補助事
業の廃止の承認を受けたときを含む。）は、その日から 業の廃止の承認を受けたときを含む。）は、その日から
30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の 30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の
3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書（第8号 3月31日のいずれか早い期日までに、実績報告書（第7号
様式。但し、投資交付金交付要綱に係る事業の場合は第 様式。但し、投資交付金交付要綱に係る事業の場合は第
8-2号様式）を知事に提出しなければならない。 7-2号様式）を知事に提出しなければならない。

２ 補助金の交付の決定があった年度において完了しなか ２ 補助金の交付の決定があった年度において完了しなか
った補助事業については、翌年度の4月10日までに年度 った補助事業については、翌年度の4月10日までに年度
終了報告書（第9号様式。但し、投資交付金交付要綱に 終了報告書（第8号様式。但し、投資交付金交付要綱に
係る事業の場合第9-2号様式）を知事に提出しなければ 係る事業の場合第8-2号様式）を知事に提出しなければ
ならない。 ならない。

３ 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業 ３ 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業
者は、第１項の実績報告書を提出するにあたって、第4 者は、第１項の実績報告書を提出するにあたって、第4
条第2項に該当した場合について当該補助金に係る仕入 条第2項に該当した場合について当該補助金に係る仕入
れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、こ れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、こ
れを補助金額から減額して報告しなければならない。 れを補助金額から減額して報告しなければならない。

４ 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業 ４ 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業
者は、第１項の実績報告書を提出した後において、消費 者は、第１項の実績報告書を提出した後において、消費
税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れ 税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れ
に係る消費税額が確定した場合には、その金額（前項の に係る消費税額が確定した場合には、その金額（前項の
規定により減額した各事業実施主体については、その金 規定により減額した各事業実施主体については、その金
額が減じた額を上回る部分の金額）を仕入れに係る消費 額が減じた額を上回る部分の金額）を第9号様式により
税等相当額報告書（第10号様式）により速やかに知事に 速やかに知事に報告するとともに、知事の返還命令を受



報告するとともに、知事の返還命令を受けてこれを返還 けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金
しなければならない。また、当該補助金に係る仕入れに に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかにならない
係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は無い場 場合又は無い場合であっても、その状況等について、補
合であっても、その状況等について、補助金の額の確定 助金の額の確定（規則13条の規定による補助金等の額の
（規則13条の規定による補助金等の額の確定をいう。） 確定をいう。）のあった費の翌年6月20日までに、同様
のあった費の翌年6月20日までに、同様式により知事に 式により知事に報告しなければならない。
報告しなければならない。

（精算払請求） （新設）
第12条 補助事業者は、補助金の精算払を受けようとする
場合には、精算払請求書（第11号様式）を知事に提出し
なければならない。

（書類の経由等） （書類の経由等）
第13条 （略） 第11条 （略）

附 則 〔略〕 附 則 〔略〕

附 則 附 則
この要綱は、令和４年６月１日より施行する。ただし、 （新設）

令和３年度以前の予算に係る旧要綱に基づく事業について
は、なお従前の例による。



様式第1号～様式第３号 〔略〕 様式第1号～様式第３号 〔略〕

様式第４号 〔略〕 様式第４号 〔略〕

様式第４－２号（第７条関係） （新設）



様式第４－３号（第７条関係） （新設）



様式第５号 〔略〕 様式第５号 〔略〕

様式第６号（第９条関係） （新設）



様式第６号 別紙１（第９条関係） （新設）



様式第６号 別紙２（第９条関係） （新設）



様式第６号 別紙３（第９条関係） （新設）

様式第７号（第10条関係） 様式第６号（第９条関係）



様式第８号（第11条関係） 様式第７号（第10条関係）

様式第9号（第11条関係） 様式第８号（第10条関係）

様式第10号（第11条関係） 様式第９号（第10条関係）

様式第11号（第12条関係） （新設）



様式第11号 別紙１（第12条関係） （新設）



別表１（第３条関係） 別表１（第３条関係）

本島 離島 本島 離島
(1)漁港施設の整備に要する経費 (1)漁港施設の整備に要する経費

(2)漁場施設の整備に要する経費 (2)漁場施設の整備に要する経費

(1)漁港施設の保全に要する経費 (1)漁港施設の保全に要する経費
(2)増殖場の保全に要する経費 (2)増殖場の保全に要する経費
(3)養殖場の保全に要する経費 (3)養殖場の保全に要する経費

水産環境整備事業
（特定漁港漁場整備
事業）

水産環境整備事業

水産環境整備事業

水産流通基盤
整備事業（特定漁港
漁場整備事業）

漁獲物の処理、保蔵及び加工施設の改
良、補修、除却及び新設に要する経費

地域水産物供給基盤
整備事業

(1)市町村が行う漁港施設の整備にあっ
ては、次のとおりとする。

地域水産物供給基盤
整備事業

(1)市町村が行う漁港施設の整備にあっ
ては、次のとおりとする。

ｱ 基本施設又は輸送施設若しくは公共
施設用地

ｱ 基本施設又は輸送施設若しくは公共
施設用地

ｲ 漁港浄化施設 ｲ 漁港浄化施設

(2)市町村が行う魚礁及び養殖場の整備
に要する経費

(2)市町村が行う魚礁及び養殖場の整備
に要する経費

(3)市町村が行う増殖場の整備に要する
経費

(3)市町村が行う増殖場の整備に要する
経費

(4)市町村が行う事業のうち、水産業共
同組合が実施する荷さばき所の整備に要
する費用

(4)市町村が行う事業のうち、水産業共
同組合が実施する荷さばき所の整備に要
する費用

(5)漁業協同組合又は漁業協同組合連合
会が行う漁礁の整備に要する経費

(5)漁業協同組合又は漁業協同組合連合
会が行う漁礁の整備に要する経費

補助事業名 経      費

水
産
基
盤
整
備
事
業

水産生産基盤
整備事業

水産物供給基盤
機能保全事業

漁場施設の整備に要する経費
5/6以上

（補助金額の千円未満は端数を切り上げ
る。）

1/3以内

事業費の5/6（千円切り上げ）から事業
費の6/10（千円切り捨て）を差し引い
た金額

沖

  （１）

5/6以上
（補助金額の千円未満は端数を切り上げ

る。）

9/10以内

9/10以内

補助率

水
産
基
盤
整
備
事
業

水産生産基盤
整備事業

9/10以内

5/6以上

水産物供給基盤
機能保全事業

9/10以内
6/10以内
1/2以内

漁場施設の整備に要する経費

経      費

5/6以上

改正案 現行

ｲ5/10以内

(2)5/6 以上

(3)6/10以内

(5)5/6以上

補助事業名

  （１）

ｱ9/10以内

6/10以内
1/2以内

補助率等

沖縄県漁港漁場関係事業補助金交付要綱新旧対象表

ｱ9/10以内

ｲ5/10以内

(2)5/6 以上
（補助金額の千円未満は端数を切り上げ

る。）

(3)6/10以内

(4)1/2以内

(5)5/6以上
（補助金額の千円未満は端数を切り上げ

る。）
沖
縄

(4)1/2以内



(6)漁業協同組合又は漁業協同組合連合
会が行う漁礁の整備に要する経費につ
き、市町村がその経費の5/6以上補助す
る場合に要する経費

(6)漁業協同組合又は漁業協同組合連合
会が行う漁礁の整備に要する経費につ
き、市町村がその経費の5/6以上補助す
る場合に要する経費

(7)市町村が行う主要関連道の整備に要
する経費

(7)市町村が行う主要関連道の整備に要
する経費

(8)市町村が行う付帯関連道の整備に要
する経費

(8)市町村が行う付帯関連道の整備に要
する経費

(9)市町村が行う一般漁港関連導の整備
に要する経費

(9)市町村が行う一般漁港関連導の整備
に要する経費

漁港漁村環境整備事
業

ｱ 市町村が行う漁港環境整備事業に要
する経費

7.5/10以内 8/10以内 漁港環境整備事業 市町村が行う左記事業に要する経費 7.5/10以内 8/10以内

ｲ 市町村が行う漁業集落環境整備事業
に要する経費

7.75/10以内 8.25/10以内
漁業集落環境整備事
業

市町村が行う左記事業に要する経費 7.75/10以内 8.25/10以内

ｳ 市町村が行う漁村再生交付金事業に
要する経費で次の(1)～(6)にあげるもの

海岸環境整備事業 市町村が行う左記事業に要する経費

(1)漁港施設の整備に要する経費 8.5/10以内 9.5/10以内
漁村地域整備交付金
事業

(1)漁港施設の整備に要する経費 8.5/10以内 9.5/10以内

(2)漁場施設の整備に要する経費 8.5/10以内 8.75/10以内 (2)漁場施設の整備に要する経費 8.5/10以内 8.75/10以内
(3)環境施設の整備に要する経費 (3)環境施設の整備に要する経費
(4)集落環境施設の整備に要する経費 (4)集落環境施設の整備に要する経費
(5)水域環境保全の整備に要する経費 (5)水域環境保全の整備に要する経費
(6)地域創造型の整備に要する経費 (6)地域創造型の整備に要する経費

海岸環境整備事業 市町村が行う左記事業に要する経費 漁港海岸事業 市町村が行う左記事業に要する経費

海岸保全施設整備事
業

市町村が行う左記事業に要する経費 漁港機能増進事業 (1)漁港施設の整備に要する経費

漁港機能増進事業 (1)漁港施設の整備に要する経費
(2)魚礁、増殖場、養殖場及び漁場の保
全のための整備に要する経費

(2)魚礁、増殖場、養殖場及び漁場の保
全のための整備に要する経費

(3)その他の施設の整備に要する経費

(3)その他の施設の整備に要する経費

9/10以内

沖
縄
振
興
公
共
投
資
交
付
金

(8)1/2以内

(9)1/2以内 (9)1/2以内

(6)5/6以上

9/10以内

1/3以内

1/3以内

縄
振
興
公
共
投
資
交
付
金

(6)5/6以上
（補助金額の千円未満は端数を切り上げ

る。）

(7)4/5以内 (7)4/5以内

(8)1/2以内

※上表中の「離島」とは、沖縄振興特別措置法(平成１４年法律第１４号)第３条第３項の規程に基づき指定された離
島をいう。

9/10 以内

6/10 以内

1/2  以内

漁
港
機
能

増
進
事
業

（

非
公
共
）

※上表中の水産流通基盤整備事業（特定漁港漁場整備事業）は、令和4年度予算に係る事業に限り補助するものとす
る。

漁
港
機
能

増
進
事
業

（

非
公
共
）

9/10 以内

6/10 以内

1/2  以内

※上表中の「離島」とは、沖縄振興特別措置法(平成１４年法律第１４号)第３条第３項の規程に基づき指定された離
島をいう。


